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［刑 法］ 
  

以下の事例に基づき、甲の罪責について論じなさい（建造物侵入罪を除く）。 

 

１ 甲（男性、２８歳）は、２２歳で大学を卒業した後、売れっ子お笑い芸人に

なって余裕のある生活をしたいとの思いから、芸能事務所に所属して活動してき

たが、なかなか芽が出なかった。それでも経済的に余裕のある生活をしたかった

ことから、甲は、借金をしては高級腕時計や海外旅行、高級レストランでの食事

に充て、その画像をＳＮＳにアップしていた。借金の総額は、令和７年４月時点

で７００万円に達していた。 

２ 令和６年１１月２５日、甲は、街コンで知り合った大学生のＶ（女性、２０

歳）と交際を始めた。甲は、Ｖに対し、自らを実業家と称し、同年１２月から、

Ｖが一人暮らしするアパートの家賃を立て替えていた。 

 令和７年４月上旬、Ｖは、甲に対し、仕事の内容を詳しく尋ねるようになった。

その度に甲は、「まだ大学生のＶに仕事の内容を理解させるのは難しい」などと言

って適当に対応していたが、嘘に嘘を重ねなければならないＶとの生活に疲れを

感じるようになり、Ｖを殺して関係を清算しようと考えるようになった。 

３ 甲は、①ＶのアパートでＶを刺殺し②その遺体を人気のない山中まで運んで

燃やす計画を立て、自宅の近所にあるホームセンターで包丁（牛刀、刃体２１セ

ンチメートル、鉄製。以下「本件包丁」という。）を購入し、「包丁 人体 急所」

等の検索ワードでインターネットを検索して具体的な殺害方法を練った。そして

令和７年４月２６日午後８時頃、Ｖの自宅において、甲は、実家に帰るためボス

トンバッグに荷造りをしていたＶの背後から近づき、その首に本件包丁を突き刺

した。突然の事態に驚いたＶは、後ろを振り向いて甲の腕をつかんで抵抗したが、

首から血を流してリビングの床に倒れ込み、動かなくなった。甲は、Ｖが死亡し

たものと思ったが、実際には、Ｖは失血性ショックのため一時的に意識を失った

にすぎず、死んではいなかった。 

４ 甲は、Ｖのズボンの膨らんだポケットが目に留まり、財布と携帯電話機を抜

き取った。そして、甲は、財布の中から現金２万円を取り出して、自分のズボン

の左前ポケットにしまった。さらに、犯行の発覚を遅らせるために、甲は、携帯

電話機の電源を落としてから自分のズボンの左後ろポケットにしまった。 

５ 甲は、Ｖを布団にくるんで車のトランクに積み込み、約２０分かけてＶのア

パートから約５キロメートルの距離にある人気のない山中まで運ぶと、Ｖを布団

にくるんだまま駐車場（車８台分ある駐車スペースのうち３台に車が停めてあり、
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砂利が敷き詰められている。最寄りの人家までは約２キロメートルの距離がある。）

で降ろしてからライターで火を付けた。甲は、火が燃え上がり、火柱が１メート

ルほどの高さになったのを見届けてから、車で駐車場を後にし、甲の自宅に帰る

道中でＶの携帯電話機を捨てた。火は風にあおられて、同駐車場に止めてあった

車１台に達し、その外装を黒くすすけさせ、ウインドウを変形させ、タイヤを溶

かしてパンクさせた。Ｖは、煙を吸い込んだことによって窒息死した。 

なお、Ｖが窒息死した時期は、首からの失血によりＶが死亡すべき時期よりも

幾分早かった。 
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一  Ｖ の 首 に 本 件 包 丁 を 突 き 刺 し て 死 亡 さ せ た 甲 の 行 為 に つ き 、 殺

人罪（刑法（以下略す）１９９条）が成立する 。  

１  殺人 罪 の 「 実 行に 着 手 」（ ４ ３条 本 文 ） と は、 人 を 死 亡 させ る 現

実 的 危 険 性 の あ る 行 為 を 開 始 す る こ と を い う 。 本 件 包 丁 は 、 刃 体 が

２ １ セ ン チ メ ー ト ル あ る 鉄 製 の 硬 い 牛 刀 で 、 刺 突 力 ・ 殺 傷 力 が 高 い 。

こ れ を Ｖ の 首 と い う 身 体 の 枢 要 部 に 突 き 刺 し た 甲 の 行 為 は 、 Ｖ と い

う 「 人 」 を 死 亡 さ せ る 現 実 的 危 険 性 の あ る 行 為 を 開 始 し た と い え る 。

したがって、甲は、殺人罪の「実行に着手」したといえる。  

２  甲 が Ｖ と い う 「 人 を 殺 し た 」 と い え る た め に は 、 甲 の 刺 突 行 為

と Ｖ の 窒 息 死 と の 間 に 因 果 関 係 が 必 要 と な る 。 甲 の 放 火 行 為 が 介 在

した本件 で、因果関係 が認められるかが 問題となる 。  

 因 果 関 係 は 、 実 行 行 為 の 有 す る 結 果 発 生 の 危 険 性 が 結 果 へ と 現 実

化した といえる場合に 肯定される と考える 。  

 甲 の 刺 突 行 為 は 、 そ れ だ け で Ｖ を 失 血 死 さ せ か ね な い 危 険 な 行 為

で あ る 。 首 か ら 出 血 し て 意 識 不 明 に 陥 っ た Ｖ は 一 見 死 体 と 変 わ ら ず 、

Ｖ が 死 亡 し た と 甲 が 誤 信 す る の も 無 理 は な い 。 Ｖ を 布 団 に く る ん で

燃 や す 甲 の 行 為 は 、 証 拠 隠 滅 の 方 法 と し て 不 自 然 と は い え な い 。 Ｖ

宅 と 駐 車 場 は 、 距 離 ５ キ ロ メ ー ト ル 、 車 で ２ ０ 分 と 時 間 的 場 所 的 に

近 接 し て お り 、 犯 行 計 画 に 基 づ き 刺 突 行 為 と 放 火 行 為 が 間 断 な く 行

わ れ て い た こ と に 照 ら せ ば 、 放 火 行 為 の 異 常 性 は 小 さ い 。 Ｖ は 窒 息

死 し て い る が 、 意 識 不 明 で 身 動 き が 取 れ ず 、 煙 を 吸 い 込 ま ざ る を 得

な か っ た の で あ る か ら 、 当 該 死 亡 は 甲 の 刺 突 行 為 に 誘 発 さ れ た も の
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と い え る 。 Ｖ が 窒 息 死 し た 時 期 は 、 首 か ら の 出 血 に よ り Ｖ が 死 亡 す

べ き 時 期 よ り も 幾 分 早 か っ た に 止 ま る こ と も 併 せ る と 、 Ｖ の 死 亡 に

対 す る 甲 の 放 火 行 為 の 寄 与 度 は 限 定 的 と い え る 。 そ う す る と 、 刺 突

行 為 に は Ｖ を 窒 息 死 さ せ る 危 険 が 内 包 さ れ て お り 、 こ れ が Ｖ の 窒 息

死へと 現実化したといえる ところ、 因果関係が認められる。  

３  甲 は Ｖ を 殺 し て 関 係 を 清 算 し よ う と 考 え て 本 件 行 為 に 及 ん で い

るところ、故意も認められる。  

甲 は Ｖ を 刺 殺 す る 認 識 の 下 、 現 実 に は 窒 息 死 さ せ て い る も の の 、

こ の 点 は 故 意 を 阻 却 し な い 。 な ぜ な ら 、 因 果 関 係 は そ の 存 在 が 構 成

要 件 要 素 で あ る と こ ろ 、 現 実 の 具 体 的 因 果 経 過 を 認 識 し て い な い 甲

にも因果関係の存在の認識 自体 はあるといえる からである 。  

二  意 識 不 明 の Ｖ を 燃 や し た 甲 の 行 為 は 、 死 体 損 壊 罪 （ １ ９ ０ 条 ）

の 構 成要 件 に 該 当 し な い 。 甲 は 死体 損 壊 罪 の 認識 の 下 、「 重 い罪 に 当

た る べき 行 為 」（ ３８ 条 ２ 項 ） で ある 殺 人 罪 を 行っ て い る 。 殺人 罪 と

死 体 損 壊 罪 は 、 人 の 生 命 と 人 の 宗 教 感 情 を 保 護 法 益 と す る 点 で そ れ

ぞれ異なり、構成要件の重なり合いが認めら れないからである 。  

 注 意 を 払 え ば Ｖ が 生 存 し て い た こ と に 気 付 け た の に こ れ を 怠 っ て

窒 息 死 さ せ た 甲 の 本 件 行 為 は 「 過 失 に よ り 人 を 死 亡 さ せ た 」 も の と

して過失致死罪が成立する（２１０条）。  

三  １  犯 行 の 発 覚 を 遅 ら せ る た め に Ｖ の 携 帯 電 話 機 を Ｖ の ズ ボ ン

か ら 取 り 出 し て 甲 の ポ ケ ッ ト に 入 れ た 甲 の 行 為 は 、 窃 盗 罪 の 客 観 的

構 成 要件 を 満 た す 。「 他 人 の 財 物 」 と は 他 人 が 所有 す る 財 物 をい う と
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こ ろ 、 Ｖ 所 有 の 携 帯電 話 機 は こ れ を 満 た す 。「窃 取 」 と は 、 財物 に 対

す る 他 人 の 占 有 を そ の 意 思 に 反 し て 自 己 の 下 に 移 転 す る こ と を い う

と こ ろ 、 甲 は Ⅴ の 推 定 的 意 思 に 反 し て そ の 推 定 的 意 思 に 反 し て 自 己

のポケットに入れ ているからこれを満たす。  

２  不 法 領 得 の 意 思 の 内 容 を な す 利 用 処 分 意 思 は 、 財 物 の 経 済 的 用

法 に 従 い 利 用 処 分 す る 意 思 を い い 、 毀 棄 罪 と 区 別 す る 趣 旨 か ら は 、

財 物 自 体 か ら 生 じ る 何 ら か の 効 用 を 享 受 す る 意 思 で 足 り る と 考 え る 。  

 犯 行 発 覚 を 遅 ら せ る 目 的 は 、 Ｖ 所 有 の 携 帯 電 話 機 の 電 源 を 落 と し

て 廃 棄 す る こ と か ら 生 じ る 間 接 的 効 用 を 受 け る 目 的 に 過 ぎ ず 、 毀 棄

目 的 に 含 ま れ る と い え る 。 し た が っ て 、 甲 に 不 法 領 得 の 意 思 が 認 め

られない 本件行為につき窃盗罪は成立しない。  

３  同 行 為 に つ き 、 Ｖ の 携 帯 電 話 機 と い う 「 他 人 の 物 」 の 効 用 を 害

す る こ と で 「 損 壊 」 し た も の と し て 、 器 物 損 壊 罪 （ ２ ６ １ 条 ） が 成

立 す る 。 行 為 態 様 か ら 窃 盗 罪 の 認 識 認 容 が 認 め ら れ る 甲 に は 、 実 現

し た 器 物 損 壊 罪 の 故 意 も 認 め ら れ る 。 な ぜ な ら 、 両 罪 は 、 行 為 態 様

が 財 物 の 占 有 移 転 、 保 護 法 益 が 他 人 の 所 有 権 で あ る 点 で 、 器 物 損 壊

罪の限度で 構成要件の 重なり合 いが認められる からである 。  

四  Ｖの ポ ケ ッ ト から 財 布 を 抜 き取 り 、「 他 人の 財 物 」 で あ る２ 万 円

を 取 り 出 し て 甲 の ズ ボ ン の ポ ケ ッ ト に 入 れ て 「 窃 取 」 し た 甲 の 行 為

に つ き 、 窃 盗 罪 が 成 立 す る 。 本 罪 の 故 意 及 び 不 法 領 得 の 意 思 は 、 甲

の 行 為 態 様 及 び こ れ ら を 否 定 す べ き 事 情 が な い こ と か ら 認 め ら れ る 。  

五  Ｖ を く る ん だ 布 団 に ラ イ タ ー で 火 を 付 け て 燃 や し た 甲 の 行 為 に
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つき、建造物等以外放火罪 （ １１０条１項 ）が成立する。  

１  甲は 、「 前 ２ 条に 規 定 す る 物 以外 の 物 」 で ある 布 団 に ラ イタ ー で

火を付けて 「放火」し て燃え上がらせ 、これを 「焼損」 してい る。  

２  公共 危 険 犯 と して の 本 罪 の 性格 に 照 ら せ ば、「 公 共 の 危 険」 は 、

不特定 又は多数者の生命・ 財産 等への危険を 含むもの と解される。  

 燃 え 上 が っ た 火 柱 は 、 駐 車 場 に 停 め て あ る 車 に 達 し 、 そ の 外 装 を

黒 く す す け さ せ 、 ウ イ ン ド ウ を 変 形 さ せ 、 タ イ ヤ を 溶 か し て パ ン ク

さ せ て い る 。 こ れ は 、 駐 車 場 に 停 め て あ る 車 と い う 不 特 定 者 の 財 産

を毀損 したことで 「公共の危険 を生じさせた 」といえる 。  

３  行 為 態 様 及 び 故 意 を 否 定 す べ き 事 情 が な い こ と か ら 、 甲 に は 本

罪 の 故意 が 認 め ら れる 。 な お 、「よ っ て 」 と の文 言 上 、 本 要 件 は 加 重

結果に過ぎず 、その認識 は不要と解される 。  

六  罪数  

 甲 に は 、 ① Ｖ へ の 殺 人 罪 ② Ｖ へ の 過 失 致 死 罪 ③ Ｖ 所 有 の ２ 万 円 の

窃 盗 罪 ④ Ｖ 所 有 の 携 帯 電 話 機 へ の 器 物 損 壊 罪 ⑤ Ｖ 所 有 の 布 団 に 対 す

る 建 造 物 等 以 外 放 火 罪 が 成 立 す る 。 ② は 同 一 客 体 に 対 す る 罪 と し て

① に 吸 収 さ れ て 一 罪 と な り 、 ③ と ④ は 同 一 機 会 に 同 一 被 害 者 に 行 わ

れ た も の と し て 包 括 一 罪 と な り 、 ⑤ と 併 せ て 「 確 定 裁 判 を 経 て い な

い二個以上の罪」として併合罪となる（４５条前段）。  

以上  



刑法Ⅰ解説レジュメ 
担当：水野直 

1 

一 Ｖの首に本件包丁を突き刺して死亡させた甲の行為 

 １ 犯行計画 

 ①ＶのアパートでＶを包丁で刺殺し（第１行為）②その遺体を人気のない

山中まで運んで燃やす（第２行為） 

計画どおりに犯罪が実行されれば、甲には殺人罪と死体遺棄罪（さらに建

造物等以外放火罪）が成立する。 

 ２ 現実の因果経過 

 ①Ｖは首を包丁で突き刺されたことで出血性ショック（意識不明）になり

②生きたまま布団にくるまれて火を付けられ、煙を吸い込んで窒息死 

 第１行為と第２行為を分けると、①は殺人未遂罪、②は過失致死罪となる。 

 ３ いわゆる遅すぎた構成要件の実現の問題意識 

行為者は、殺意をもって、殺人の実行行為を行い、被害者を死亡させてお

り、全体として犯意を遂げているのに、被害者の死亡時期が犯行計画よりも

後にずれるだけで刑が軽くなるのは、犯罪の実態にそぐわず不当である。 

 ⑴ 検討手順 

 客観面で因果関係の存否を検討してから、主観面で因果関係の錯誤を検

討する。 

 ⑵ 認識の要否 

 因果関係は、故意の対象である構成要件要素である以上、その認識は必

要と解される。 

 ⑶ 認識の対象 

 故意の対象となる因果関係は、その存在自体である 1（具体的因果経過の

違いは、構成要件的に重要な事実ではない。）。具体的因果経過の点で行為

者の認識と結果とが食い違っていたとしても、因果関係の存在自体を認識

している点で異ならないから、故意を阻却しない 2。 

 

二 Ｖを布団にくるんで火を放ち、煙を吸い込ませて窒息死させた甲の行為につ

 
1 橋爪隆『刑法総論の悩みどころ』［2020］177頁～。 
2 この見解は、主観と客観とのズレが（同一）構成要件の範囲内で一致する具体的事実の錯誤は故意を阻却し
ないと解する法定的符合説（抽象的法定符合説）とも整合的といえる。法定的符合説は、行為者がＡを殺す
つもりで誤って横にいたＢを殺したという具体的事実の錯誤（方法の錯誤）において、ＡもＢも行為の対象
が人であるという殺人罪の構成要件要素を満たす点で同一であるところ、故意を阻却しないと解する。これ
を因果関係に置き換えると、行為者がＣという因果経過で人を殺すつもりで、誤って D という因果経過で人
を殺した場合、ＣもＤも因果関係の存在という構成要件要素を満たす点で同一であるところ、故意を阻却し
ないと解することになる。 
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き、過失致死罪（２１０条）が成立する。 

三 Ｖのポケットから財布を抜き取り２万円を取り出して甲のズボンのポケット

に入れた甲の行為につき、窃盗罪（２３５条）の成否 

 「他人の財物」「窃取」の解釈を示して事実を端的に当てはめた上で、故意、

不法領得の意思が認められることを端的に指摘する 3。 

 

四 犯行の発覚を遅らせるためにＶの携帯電話機をＶのズボンから取り出して甲

のポケットに入れた甲の行為につき、窃盗罪の成否 

 １ 構成要件該当性 

 「他人の財物を窃取した」の要件に事実を端的に当てはめる。 

 ２ 不法領得の意思 

 犯行の発覚を遅らせるために本件行為に及んだ甲に、不法領得の意思があ

るといえるか。 

 ⑴ 不法領得の意思の内容・意義 

 領得罪の成立に必要な主観的構成要件要素であり、他人の財物の占有者

が①権利者を排除し、他人の物を自己の物と同様に（権利者排除意思）②

その経済的用法に従い利用処分する意思（利用処分意思）をいう（判例 4）。 

 ①：一時利用目的の財物の占有移転行為を窃盗罪から排除する趣旨 

 ②：占有移転行為を伴う毀棄隠匿を窃盗罪から排除する趣旨 

特に②の趣旨を踏まえれば、厳密な意味での当該財物の経済的用法に従

う必要はなく、財物自体から生じる何らかの効用を享受する意思で足りる

と解される（ex.下着泥棒）。 

 
3刑法各論では、条文の文言と規範定立、これに対する当てはめを淡々と行っていくことが高
得点の秘訣である。以下、住居侵入罪を端的に認定する際の記述を比べてみる。 
Ａ「甲はＶ宅という『他人の住居』にＶに無断で立ち入って『侵入した』といえる」 
Ｂ「『他人の住居』とは、他人の起臥寝食に使用されている住宅をいうところ、Ｖ宅はＶの起
臥寝食に使用されている住宅であるからこれに当たる。また、「侵入」とは、住居権者の意思
に反する立入りをいうところ、Ｖに無断でＶ宅に立ち入った甲の行為はこれに当たる」 
 ＡよりもＢの方が、法解釈が示されている分だけ評価が高い。前者は、法律を全く知らな
い人でも、刑法１３０条前段を示されれば書けるのに対し、後者は同条を示されたとしても
書けない表現だからである。ただ、Ｂは基本形であり、紙幅や時間に余裕がない場合、ある
いは要件の充足に争いがないと思われる場合には、Ａのような簡潔な形で論述を済ませる場
合もある。 
4 最判昭和 26･7･13刑集 5 ｰ 8 ｰ 1437 
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 ⑵ 本問での問題点 

・犯行の発覚を遅らせる目的は、Ｖの携帯電話機の経済的用法に従い利用処

分する意思、ひいてはＶの携帯電話機から生じる何らかの効用を享受する

意思といえるか。 

・被害者の携帯電話の電源を落とすことで、これに内臓されているＧＰＳ機

能、通話機能、メール機能等が害される。これにより、行為者は、犯行の

発覚の遅れという利益を間接的に受ける。 

・被害者所有の携帯電話機の廃棄に伴い行為者が間接的に受ける利益は、財

物自体から生じる何らかの効用に含まれるか（ex.憂さ晴らし）。 

 

五 Ｖをくるんだ布団にライターで火を付けて燃やした甲の行為につき、建造物

等以外放火罪（１１０条１項）の成否 

 １ 「前二条以外の物」と「放火して……焼損し」は端的に記述する。 

 ２ 「よって公共の危険を生じさせた」 

 ⑴ 要件解釈 

 「公共の危険」との文言は抽象的であり、その内容が文言上は明らかで

ない。そこで、その内容を解釈によって明らかにする必要がある。 

 本条にいう「公共の危険」は、必ずしも刑法１０８条及び１０９条１項

に規定する建造物等に対する延焼の危険の身に限られるものではなく、不

特定又は多数の人の生命、身体又は建造物等以外の財産に対する危険も含

まれる 5。 

 ⑵ 認識の要否：不要（判例 6）。故意があることと併せて端的に書く。 

 

 

【参考文献】 

大塚裕史ほか『基本刑法Ⅱ総論［第 3版］』〔2020〕 

大塚裕史ほか『基本刑法Ⅱ各論［第 3版］』〔2023〕 
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前田雅英ほか『条解刑法［第 4版補訂版］』〔2023〕 

 
5 最決平成 15年 4 月 14日刑集 57-4-445（108 条、109条に規定する物件に延焼する危険に
限定していた判例［大判明 44 年 4 月 24 日刑録 17-655］を変更） 
6 最決昭和 60年 3 月 28日刑集 39-2-75 



2025 年 4 月 27 日 予備試験答案練習会 刑法Ⅰ 

最優秀答案  

回答者 K・Y さん 

第 1 殺人罪(刑法(以下略)199 条)及び過失致死罪(210 条)について  

甲は V を刺殺するつもりで包丁を突き刺し(以下第 1 行為とする)、V が死亡したもの

と思い、放火した(以下第 2 行為とする)が、V は第 2 行為により発生した煙を吸い込

んで死亡している。これについて故意の内容が異なるため、2 個の行為と捉え、それ

ぞれについて犯罪の成否を検討する。 

1 第 1 行為に対して殺人罪が成立するか。 

(1)第 1 行為は V の首に包丁を突き刺すもので、包丁という殺傷能力のある武器を体

の枢要部である首に突き刺していることから人の死を発生させる現実的危険性を有す

るものであり、殺人罪の実行行為が認められる。 

(2)因果関係は行為の危険性が結果へと現実化した場合に認められ、介在事情の異常性

と結果への寄与度を考慮する。 

第 2 行為が V の窒息死の直接の原因となっているが、第 1 行為と第 2 行為が犯罪計画

であり、また、人を殺した後に犯行が発覚するのを避けるため、燃やすことはありう



ることであるから、第 1 行為が第 2 行為をもたらす危険性を有している。V が窒息死

した時期は、 首からの失血により V が死亡すべき時期よりも幾分早くなっているが、

第 1 行為と第 2 行為はどちらも犯行計画の一部であり関連するもので、第 1 行為が発

端となっていることから、第 2 行為に関する事情は、死期を早めたものにすぎず結果

への寄与度は低い。 

これらのことから、第 1 行為の危険性が結果へと現実化したといえ、因果関係が認め

られる。  

(3)甲は第 1 行為で死亡させるつもりであったが、実際には第 2 行為で V が死亡して

いるため、因果関係の錯誤があり、故意(38 条 1 項)が阻却されるかが問題となる。 

この点、認識していた因果経過と実際に生じた因果経過がともに同一構成要件の範囲

内で一致すれば規範に直面していたといえるため、故意は阻却されないと解する。  

本件では、認識していた因果経過と実際に生じた因果経過がともに殺人罪で一致する

ため、故意は阻却されない。  

(4)したがって、第 1 行為に殺人罪が成立する。  

2 第 2 行為に対して過失致死罪が成立するか。 

(1)甲は第 1 行為の後に V が動かなくなったため、V が死亡したものと思っているが、 



脈を確認するなどの措置をとるべきであり、このような行為を行わなかった甲には注

意義務違反があり、過失が認められる。  

(2)第 2 行為が V の窒息死をもたらしており、因果関係が認められる。 

(3)したがって、第 2 行為に過失致死罪が成立する。 

 

第 2 窃盗罪(235 条)について 

1 甲は V の所有する財布と携帯電話機を抜き取ってポケットにしまっているため、

「他人の財物を窃取しており」、 窃盗罪の客観的構成要件に該当する。  

2 もっとも X は V が死亡したものと思っており、死者に占有が認められないことか

ら、窃盗罪の故意が認められるのかが問題となる。この点、死者に占有は認められな

いが、殺人犯人との関係においては刑法的保護に値し、占有を侵害したと認めるべき

であることから、窃盗罪が成立するため、故意は阻却されない。  

甲は V を殺そうと思っていた者であり、その甲が財布と携帯電話機を抜き取っている

ため、故意が認められる。  

3(1)使用窃盗や毀棄・隠匿罪との区別のため不法改得の意思が必要となり、不法改得

の意思とは権利者排除意思および利用処分意思をいう。  



(2)甲は財布の中から現金 2 万円を取り出して自分のズボンのポケットにしまっている

が、V のポケットから他人である甲が財布を取り出すことは V が許容するものではな

く、権利者排除意思が認められる。また、財布の中から現金 2 万円を取り出して、自

分のポケットにしまっており、お金を得ようとしているため利用処分意思が認められ

る。  

(3)甲は携帯電話についても抜き取っているが、携帯電話は個人情報などがデータとし

て残っているもので他人の V が使用することは許容されるものではないため、権利者

排除意思が認められる。もっとも携帯電話は捨てており、これは犯行の発覚を遅らせ

るためであるが、犯行の発覚を遅らせることは財物である携帯電話から生じる効用で

はないため利用処分意思は認められない。 

4 以上から、財布については窃盗罪が成立するが、携帯電話については成立しない。 

 

第 3 建造物等以外放火罪(10 条)について 

1 甲は布団を燃やしており、「前 2 条の建造物以外の物」を燃やしている。 

2 ライターで火を付けて火が燃え上がり、火柱が 1 メートルほどの高さになっている

ため、「放火」および火が媒介物を離れて目的物が独立して燃焼を継続する状態に達し

たことを意味する「焼損」も認められる。  



3(1)放火罪の保護法益は不特定又は多数人の生命・身体・財産であることから、「公共

の危険」は 108 条、109 条 1 項の建造物に限られず、不特定又は多数人の生命・身

体・建造物等以外の財産に対する危険も含まれる。  

(2)火を付けた近くには車が存在しており、火は建造物以外の財産である車に達して外

装に変化を加えさせていることから、「公共の危険を生じさせた」といえる。  

4 110 条 1 項の「よって」という文言から「公共の危険」の認識は不要である。  

5 以上から、建造物等以外放火罪が成立する。  

 

第 4 甲の罪について 

甲には、殺人罪、過失致死罪、窃盗罪、建造物以外放火罪が成立し、併合罪(45 条前

段)となる。  

以上 



 

  

最優秀答案 K・Yさん 



 

  



 

  



 


	Table 1

